
平
成
二
十
年
十
月
三
日
提
出

質

問

第

六

八

号

野
党
か
ら
の
各
省
に
対
す
る
資
料
要
求
に
つ
い
て
事
前
報
告
を
求
め
る
自
由
民
主
党
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主

意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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野
党
か
ら
の
各
省
に
対
す
る
資
料
要
求
に
つ
い
て
事
前
報
告
を
求
め
る
自
由
民
主
党
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主

意
書

一

本
年
十
月
二
日
、
三
日
の
新
聞
は
、
民
主
党
か
ら
要
求
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
資
料
を
、
厚
生
労
働
省

が
自
由
民
主
党
に
事
前
に
提
示
し
て
い
た
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
同
様
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
民
主
党
か
ら
の
資
料
要
求

を
自
民
党
国
会
対
策
委
員
会
に
報
告
す
る
旨
、
他
の
省
庁
に
対
し
て
も
内
閣
総
務
官
室
経
由
で
指
示
が
な
さ
れ
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。
確
認
を
求
め
る
。

二

自
民
党
が
各
省
庁
に
対
し
て
、
野
党
へ
資
料
提
示
す
る
際
に
は
自
民
党
に
事
前
に
報
告
（
以
下
、
「
事
前
報
告
」
と
い

う
。
）
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
、
ど
の
様
な
法
的
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

昨
年
十
一
月
二
十
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
三
四
号
）
で
政
府
は
、
三
権
分
立
の

定
義
に
つ
い
て
「
三
権
分
立
と
は
、
一
般
に
、
国
家
の
作
用
を
立
法
、
司
法
、
行
政
の
三
権
に
分
け
、
各
々
を
担
当
す
る
機

関
を
相
互
に
分
離
、
独
立
さ
せ
、
相
互
に
牽
制
さ
せ
る
統
治
組
織
の
原
理
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
自
民
党
に
よ
る
「
事
前
報
告
」
の
要
求
は
、
三
権
分
立
に
反
し
、
国
政
調
査
権
の
行
使
を
妨
げ
、
国
民
の
利
益
を
阻

害
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
政
府
と
与
党
は
一
体
で
あ
り
、
政
策
等
に
つ
い
て
あ
る
程
度

一



の
協
議
を
す
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
民
主
的
手
続
で
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
国
会
議
員
の
要
求
に
対
す
る
回
答
に

つ
い
て
、
前
も
っ
て
与
党
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
や
は
り
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
筋
違
い
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
麻

生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


